委 託 業 務 仕 様 書


１．委託業務名
地域おこし協力隊（令和８年度地域滞在型人材誘致推進事業）委託業務

２．委託業務の目的
都会地で働きながら、地方での暮らしに関心を持つIT系人材（WEBデザイナーやライター、WEBディレクター等といった「転職なき移住」に親和性の高い個人事業主等）の当市への移住を促進のため、発注者が必要と認める地域おこし協力隊推進要綱（平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知）（以下「推進要綱」という。）及び大田市地域おこし協力隊員設置要綱（平成26年8月8日告示第106号）(以下「設置要綱」という。)による活動の内、６の業務内容に規定する業務に従事することを目的とする。

３．委託業務期間
契約の日から令和９年３月３１日までとする

４．身分
受注者に、「大田市地域おこし協力隊員」の身分を与える。

５．地域おこし協力隊員の責任と自覚
受注者は、大田市地域おこし協力隊の一員としての自覚を持ち、常に誠実な態度で活動を遂行し、地域住民との信頼関係を重んじながら業務に従事しなければならない。

６．委託業務の内容
（１）業務対象地
大田市内
（２）業務に従事する時間及び日数の基準
活動日及び活動時間の定めはないが、１日当たり７時間４５分、１月当たり９日又は６９時間４５分を基準とする。
（３）業務内容
受注者は、推進要綱、設置要綱及び本仕様書の内容に基づき、以下の業務に従事する。
①大田市産業企画課が実施する地域滞在型人材誘致推進事業の情報発信（イベント案内や過去イベント参加者へのメール配信等）
②遊ぶ広報等を活用し当市に滞在する中長期滞在者との交流や支援等
③県外からの視察対応への同行や地元イベントへの参加等、移住促進に関係するものへの積極的な参加や支援
④その他、産業企画課が実施する情報発信、新商品開発やまちの賑わい創出等に係る業務の支援等
⑤実績報告書及び今後の予定報告書の作成と提出

７．関係法令及び条例等の遵守
①受注者は、本業務の実施にあたり、関連する法令及び条例等を遵守しなければならない。
②受注者は、本業務により知り得た情報を業務中及び完了後も他に漏らしてはならない。また、隊員及び隊員であった者に対しても同様に秘密を保持するための処置を講じなければならない。
③受注者は、市税等を滞納してはならない。

８．信用失墜行為の禁止
受注者は、地域おこし協力隊員としての立場を十分に認識し、地域住民や関係者の信用を損なう発言や態度、不誠実な業務遂行、トラブルなど、信用失墜につながる一切の行為を行ってはならない。
９．その他
・月１回程度を目安に、別に地域おこし協力隊員のサポートを委託する事業者との面談を実施すること。
・委託後は、大田市にて実施される人権に係る研修に１回以上受講すること。
・業務委託契約書及び本仕様書に定めのないものは、別途協議を行い決定する。
